
Ⅰ. はじめに

歴史上､ 近代交通機関が社会に与えた影響はき

わめて大きい｡ 中でも鉄道は最も代表的な近代陸

上交通機関であり､ 近代化の過程において､ その

導入・整備が進められてきた｡ 近代日本において

は1872年の新橋・横浜間をはじめとする開港場路

線や重要輸出品である生糸を積み出す路線などが

まず建設され､ 次いで東北日本に偏重しつつも幹

線路線網の整備が行われ､ 1900年頃までには全国

的な鉄道網がつくられた｡ そしてこのことは､ 個々

の地域の発展に大きな役割を果たすことになる｡

また､ 各地域社会においても地域発展の手段とし

て鉄道開通が望まれることとなってきた｡

鉄道史研究は､ 日本史学・社会経済史学・経営

史学・歴史地理学などの分野で行われ､ 多数の研

究蓄積がある｡ その対象や視点も多様であり､ 鉄

道史学会なども組織されて学際的な研究が進めら

れてきた｡ これまでの研究動向については青木

(1990, 1991, 1998) や三木 (1996, 2000) などにま

とめられているので､ 特に鉄道と地域社会に関す

る研究についてまとめている青木 (1998) と三木

(2000) の要旨を紹介し､ その後の研究動向にも

若干触れた上で､ 本研究の目的を示す｡ 青木

(1998) は､ 地域社会を通じての鉄道史研究の中

で地方史および歴史地理学的研究の論点・視点と

して (1) 地域産業と鉄道との関連､ (2) 幹線また

は亜幹線鉄道の建設過程､ (3) 地方の局地鉄道の

成立と展開過程､ (4) 大都市鉄道史へのアプロー

チ､ (5) 総合的な地方鉄道史の作成､ を挙げた｡

また､ 従来の鉄道史研究の大部分が単一の鉄道や

ミクロな地域社会を論じるものが多いことに対し

て､ メソスケール研究の意義を指摘した｡ 三木

(2000) は局地鉄道研究の課題と成果を､ 青木 (1

973) で提起された課題に従って､ ①局地鉄道の

本質論に関する研究､ ②局地鉄道政策の意義に関

する研究､ ③局地鉄道と地域社会に関する研究―

路線選定―､ ④局地鉄道と地域社会に関する研究―

資金調達―､ ⑤鉄道政策の変化と局地鉄道の変化

に関する研究､ ⑥局地鉄道技術に関する研究､ の

６項に整理した上で､ ⑦近年の新しい動向につい

ても述べている｡ その後の研究成果には､ ｢軽便

鉄道建設ブーム｣ 期の研究として清水 (2006) が

岐阜県東濃鉄道を事例として地元主導で建設され

た民営鉄道の建設推進者の特性を､ 地域産業との

関連から再検討している｡ また1920年代の鉄道計

画に関する研究としては､ 大島・石関 (2007) が

上毛電気鉄道の広範囲に及んだ計画の展開を取り

上げた｡ 未成業の鉄道を取り上げた研究は少なく､

特に大都市以外の地域に関するものは管見の限り､

森口 (2001) に１例取り上げられているに過ぎな

い｡

従来の局地鉄道に関する研究は､ いわゆる ｢軽

便鉄道建設ブーム｣ とされる1910年代に関する研

究例が多い｡ そこで本研究では ｢軽便鉄道建設ブー

ム｣ について再検討した上で､ ブーム後とされる

1920年代に関する事例について､ その計画・建設

の地域社会における意義・役割を明らかにする｡

研究に用いた主な資料は､ 『鉄道院 (省) 年報』

『鉄道統計資料』 などの統計類､ 国立公文書館所

蔵の 『鉄道省文書』､ 当時の新聞記事､ その他文

献類である｡
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Ⅱ. 1910～20年代における民営地方鉄道計画

の展開

１. 全国的展開

1907年の鉄道国有化以降､ 私設鉄道の計画や建

設は激減した｡ そこで､ 鉄道免許認可の条件が厳

しい私設鉄道法に対して､ 民営鉄道の免許認可条

件の緩和を目的として1910年に軽便鉄道法が施行

された｡ それによって各地で鉄道計画が立てられ

るようになり､ ｢軽便鉄道建設ブーム｣ が到来し

たという｡ 図１は1910～20年代における民営鉄道

(および軌道) の免許距離と新規開業距離を経年

的にみたものである｡ 1910年代前半と1920年代に

ブームのピークがあることが分かる｡ このことに

ついては既に青木・老川 (1986) の指摘があり､

後者 (1918年以降) は大都市近郊に計画されたも

のや鉱工業関係のものが増加しており､ 前者 (特

に1911～13年) のみが地域社会における軽便鉄道

のピークであるとしている｡ また､ 1919年には私

設鉄道法と軽便鉄道法を合わせた地方鉄道法が施

行され､ 前者と後者では依拠する法律が異なると

いう事情もある｡

そこで､ 前者のブーム期 (1910～1919年度) と

後者のブーム期 (1920～1929年度) における府県

別の免許・開業に関する表を作成した (表１・表

２)｡ 民営鉄道の区分は三木 (1993) に依ってい

る｡ すなわち､ 資本金額0円以上2,000千円未満で

営業哩
マイル

数０哩以上20哩未満を ｢局地鉄道型｣､ 資

本金額3,000千円以上を ｢大手地方鉄道型｣､ それ

以外を ｢中小地方鉄道型｣ とした｡ また､ 府県別

の完成度の比較のための成業率と､ 局地鉄道型の

分布を考察するために局地鉄道型成業率も示した｡

1910年代の方が1920年代に比べ免許取得数が多

く､ そのうち局地鉄道率も高い｡ 成業率は変わら

ないので､ 1910年代には局地鉄道が簇出し､ 1920

年代に大手指向が高まっていることから前述の青

木・老川の指摘は妥当といえよう｡ しかし､ 1920

年代に増大する (表２) 大手地方鉄道型と中小地

方鉄道型は北海道と大都市地域 (東京､ 愛知､ 大

阪) に多いが､ 成業率は低く､ 資本金の巨大なも

のも多いので､ 現実的な計画を持って免許取得を

望んだというよりは､ 余剰資金投機先として計画

されたものが多いものと考えられる｡ 次に局地鉄

道型について検討する｡ これらは全国各地で計画

され免許取得がされた｡ 免許取得数は大手地方鉄

道型や中小地方鉄道型と比べて多い｡ 距離が短く､

資本金も少なくてすむためである｡ １つの地域社

会の需要だけで鉄道を計画することができ､ 容易

な建設計画が可能だったと考えられる｡ 1910年代

に引き続き1920年代においても局地鉄道型の計画・

建設が進められたといえる｡

次に1920年度以前に開業した地方鉄道と軌道の

分布について考察する (図２)｡ 日本の幹線鉄道

である東海道・山陽・東北線などに接続して地方

中小都市クラスの街へ繋がる鉄道及び軌道が比較

的早く計画及び完成したことが推察される｡ 特に

近畿から関東においては1920年以前に鉄道計画が

多いといえよう｡ また､ 中国地方瀬戸内側や東北

地方太平洋側においても1920年末現在までは鉄道

建設は多い｡ つまり､ これらの地方では既に地方

中心都市から､ その周辺部への都市や幹線鉄道の

ルートから外れた地域への鉄道整備が済んでいた

ことが考えられる｡ また､ 1920年末までに鉄道建
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図１ 全国における軽便鉄道・軌道の免許 (特許)

および開業距離の年次別推移
｢鉄道院年報｣ ｢鉄道統計資料｣ (各年版) により作成
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設が少なく､ 1920年代に鉄道計画が多く行われて

いる府県も存在する｡ 主に日本海側の幹線鉄道整

備が比較的遅れた北陸地方や山形､ 青森がこれに

当たる｡

最後に1920年代の府県別局地鉄道型成業率につ

いて考察する (表２)｡ 成業率については主に日

本海側の府県が高い傾向にある｡ これらの府県は

1920年末までは局地鉄道建設が少なく1920年代に

なってから鉄道計画を行った地域である｡ 後発地

域であるため先例にならうことも可能であったと

考えられ､ また成業にいたる綿密な計画の策定も

できたのではないかと考えられる｡ それに比べ､

1920年末までの鉄道建設が多い地域では1920年代

の成業率は低い傾向にある｡ 特に九州地方から瀬

戸内にかけてと東北地方太平洋側である｡ これら

の地域は局地鉄道網整備が比較的早くから進めら

れ､ 1920年代に新たな鉄道計画の需要が低い地域

といえよう｡ また近畿から関東にかけては1920年

末時点で鉄道建設が多く､ 1920年代以降も計画が

多い｡ 人口密度が高く､ 局地鉄道の需要も多い地

域であるといえる｡

以上のことをまとめて1920年を境として鉄道建

設の全国的な展開を府県別にみると､ 以下のグルー

プにまとめられる｡

①1920年代に鉄道網整備が始められ､ 成業率が高

い府県

青森､ 山形､ 富山､ 石川､ 福井､ 香川

②1920年以前に鉄道網整備が行われ､ 1920年代は

計画も少なく成業率も低い府県

岩手､ 福島､ 岡山､ 広島､ 山口､ 福岡

③1920年以前に鉄道網整備が行われ､ 1920年代も

計画が多い府県

関東地方・近畿地方の各府県､ 長野､ 愛知､

三重､ 岐阜

２. 対象地域の選定理由

本研究の対象地域は前節で分類したうち､ ①の

各県が適当と考えられる｡ このうち一つの地域内

で1920年代に開業した鉄道と成業できなかった鉄

道があり､ 両者を比較できる地方として山形県の

村山地方を対象地域として選定する｡ 対象とする

鉄道は三山電気鉄道と村山電気鉄道である｡ 三山

電気鉄道は1923年免許1926年開業､ 資本金70万円､

営業距離9.01㎞である｡ 村山電気鉄道は1925年免

許1927年解散､ 資本金45万円､ 予定距離7.40㎞で

ある｡

Ⅲ. 研究対象地域の概観

１. 山形県村山地方の概要

山形県は村山地方 (東・西・南・北村山郡)､

最上地方 (最上郡)､ 置賜地方 (東・西・南置賜

郡)､ 庄内地方 (飽海､ 東・西田川郡) の４つの

地方に分けられ (図３)､ それぞれ気候・文化な

どの面で違いがある｡ またそれぞれに県の出先機

関として総合支庁が置かれている｡ ４つの地方は

それぞれ山形盆地､ 新庄盆地､ 米沢盆地､ 庄内平

野と周辺山地から成り､ ほぼ全域が最上川の流域

に当たる｡ このうち村山地方は県都山形市を中心
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図２ 1920年度末における府県別地方鉄道・軌道数
｢大正10年度鉄道省統計年報｣ により作成



都市とし旧村山郡にあたる｡ 西村山郡は寒河江市

を中核とし､ 東村山郡は天童市､ 南村山郡は山形

市､ 北村山郡は現在の村山市が中核となる｡ 本稿

の対象地域は寒河江市を中心とする地域であり､

西村山郡と北村山郡・東村山郡の一部が含まれる｡

この地域 (図４) は西に信仰の場､ 出羽三山が

ある朝日連峰があり､ そこから流れる寒河江川が

最上川と合流する｡ 最上川はこの地域の東側を南

北に流れる水運路として重要な日本有数の河川で

あった｡ またさらに東には宮城県との県境に奥羽

山脈があり交通往来の峠として関山峠､ 二口峠､

笹谷峠など何箇所かの陸運主要交通路が存在する｡

特産物として現在はさくらんぼがあるが､ 過去に

は紅花の産地であり両方ともに非常に有名な特産

品として全国に名をとどろかせている｡ それ以外

にも米､ 草鞋表､ 醤油､ 清酒の生産が盛んであっ

た｡ またこの地域は銅が多く産出される地域でも

ある｡

２. 近代における村山地方の流通

全国的流通体系の中で山形県および村山地方を

みると､ 近世は最上川舟運によって酒田港から西
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図３ 山形県全図

図４ 対象地域の概観図
｢山形県統計書｣ (昭和４年度版 (1929)) により作成



回り航路､ すなわち日本海側の帆船交通によって

大坂に結ばれていたが､ 近代に入り太平洋側から

のルートも整備された｡ 1870年代には仙台湾への

汽船航路の開通と奥羽山脈越えの道路開通によっ

て東京や横浜へと結ばれるようになった｡ さらに

1887年には日本鉄道の東北本線が開業し､ 奥羽山

脈を越える物流ルート利用は一段と増えた｡ しか

し､ 日本海側物流ルートの酒田及び大阪商人との

強い関係も維持され､ 最上川の物流は衰えなかっ

た､ すなわち両方のルートを利用できる村山地方

の流通は盛んであったといえる (葛西 1997)｡

このように最上川の舟運の集積地として発展し､

また近代における新しいルートの開発により､ む

しろ地域の拠点としての役割を強めたのが､ 谷地､

寒河江､ 左沢などである｡

長井 (1941) によると谷地は中世末期に市街地

が整備され､ この当時から最上川を利用した物資

の流通や集積が多かったという｡ 近世は寒河江に

代官屋敷が置かれ行政の中心地となり､ 寒河江の

外港として本楯が利用されたが､ 谷地も商業自由

の特権が与えられ､ 市が月に18回開かれるなど繁

栄は村山地方随一であったという(１)｡ その後､ 近

代になると船着場制限が撤廃され､ 各地に新しい

船場が出現するようになったが､ 村山地方では東

村山郡長崎と谷地に運船が集結している状況であ

り谷地は舟運を活かした物資集積地として村山地

方の中心地としての地位を固めた｡ 一方､ 寒河江

は郡役場が設置されるなど行政的な中心地として

の機能を持ち続けたのである｡

Ⅳ. 山形県村山地方における鉄道建設の過程

１. 最上川舟運と左沢線開通 (図４)

山形県内陸部の幹線鉄道である奥羽本線は1901

年に山形まで開通し､ 同年中に北村山郡大石田ま

で開通した｡ これにより沿線の北村山郡楯岡や東

村山郡天童の地域産業や経済にも大きな影響を与

えた｡ それにより最上川の舟運による物資輸送が

鉄道へ変わっていったと考えられる｡ しかし葛西

(1998) によると鉄道開通後すぐに最上川流域の

舟運輸送と鉄道輸送が競合し始めたわけではなく､

徐々に変わり始めたという｡ また､ 内陸の各盆地

と最上川河口の酒田港を結ぶという舟運の役割は､

1915年前後の庄内地方への鉄道開通まで維持され

た｡ しかし､ 鉄道輸送力の大きさは次世代の交通

手段としての鉄道への期待を地域社会にもたらし､

誘致の動きに向かったと考えられる｡

まず1912年に村山地方１市４郡の有志から鉄道

大臣宛へ西村山郡への鉄道として寒河江を中心に

山形､ 天童､ 谷地､ 東根､ 左沢を結ぶ村山軽便鉄

道速成要望が出された｡ これは当時の政権政党政

友会が建設計画を進めた｡ とくに政友会代議士西

沢定吉はこの地方に広く有力な人脈を持ち､ 様々

な協力を得た｡ さらに叔父の非政友会系県議で山

形電力社長荒木恒太郎にも協力を求めた｡ すなわ

ち地域発展の為に政党の枠を超えて協力したので

ある(２)｡

この村山地方初の鉄道計画は山形県での電力開

発の取組みに通じていた床次竹二郎鉄道院総裁の

就任や県議､ 実業家､ 地主の理解も得て帝国議会

にて可決された｡ この鉄道は政府によって建設さ

れたことにより地域社会としては財政負担もなく､

計画決定してからは比較的スムーズに建設まで進

んだと考えられる｡ しかし､ 開通したのは山形市

から東村山郡の物資集散地である長崎と寒河江､

高松を経て左沢までの路線である｡ この結果､ 建

設ルートから外された谷地では多くの請願書を県

会から政府に提出した｡ その理由として ｢彼の寒

河江町に於て分岐し谷地町に通ずる線の如きは､

西村山郡の二都市を連結する有利の路線にして､

谷地の繁栄及び富の程度､ 産業の発展は､ 寒河江

に譲らざる次第に御座候｣ と述べている(３)｡

この政府が建設した鉄道､ すなわち省線左沢線

は1921年には寒河江町まで1922年には左沢町まで

完成した｡ 当時の新聞には左沢線開通までの苦心

談と他地域への鉄道の早期完成の期待､ さらには
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地域の生産増大への期待が述べられていた(４)｡ つ

まり､ 地域社会において大きな期待を持った鉄道

であったと言える｡ 一方､ 奥羽本線開通時には駅

を起点とする地域の物資集散機能として残った最

上川の舟運が､ 左沢線開通によってその機能を失

い､ この地域においては終焉を迎えたと言えよう｡

２. 鉱山開発・電源開発と谷地軌道の開業

村山地方をはじめとする山形県にはいくつもの

鉱山が存在する｡ 江戸時代に採掘されて個人や民

間資本に引き継がれた鉱山や新たに採掘された鉱

山が1880年頃まで個々に操業していた｡ しかし､

1890年頃から大手資本が進出し鉱山経営に加わっ

てきた｡ この村山地方でも江戸時代からの銅の大

鉱山である永松鉱山が1891年に古河資本の手に渡っ

た(５)｡ 翌年にはこの地に精錬所も建設されるなど

本格的な鉱山開発が行われた｡ その後､ 1917年に

は第一次世界大戦 (1914～1918) の影響と鉱況と

いう好条件もあり従業員1200名､ 産銅100万斤あ

まりの全国でも有数な鉱山となった｡ また同年に

白岩町と幸生間の索道の完成があり､ 1911年に完

成していた永松と幸生間の索道と併せ西村山郡方

面に銅を輸送していたこともわかる(６)｡ そして

1916年に谷地町升川氏が中心となって開業した谷

地軌道は株主の大部分が古河鉱山で占められてい

た (表３) ことから､ 谷地軌道も銅輸送の一端を

担う目的があったといえる｡ 実際に谷地軌道には

永松鉱山がある白岩町への延長案も持っていたが､

左沢線開業と1918年頃からの銅需要変化による生

産量減少によって延長案は消滅､ 鉱山経営者から

軌道への経済的援助も破棄されたという(７)｡ この

ように村山地方の鉄道網整備には銅山の影響があっ

たと考えられる｡

次にこの地域を東流する寒河江川の電源開発に

ついて述べる｡ 寒河江川とは西村山郡西側の山深

く本道寺村を水源とし西山村､ 白岩町などを通り

溝延村にて最上川に合流する河川である｡ 沿線地

域の物資輸送を担っていたが､ 鉄道開通による最

上川舟運縮小の動きによりその輸送は次第に陸運

に取って代わられることになった｡ その寒河江川

において第一次世界大戦前後の1910年代からの電

力需要急増期に山形電気株式会社が発電所を造り

電源開発を行った｡ 山形電気は1911年に白岩発電

所の拡張にて460kw､ 1914年に西五百川村の朝日

川に発電所を建設して1720kw､ 1919年に吉川発

電所建設で3090kwと大拡張した｡ しかし､ この

時期の電力需要の伸びはそれ以上であり､ 早くも

翌年には電力不足気味に陥った｡ さらに1925年に

大規模な沼山発電所を完成させて8190kwの発電

力を持つようになった(８)｡ ところが､ このように

大きな発電能力を持った山形電気は電力過剰気味

に陥った｡ そこで電力供給先として確保すること

になるのが､ 三山電気鉄道､ 村山電気鉄道､ そし

て仙台への供給である(９)｡ その後も積極的な電力

需要拡大を見据えた山形電気は宮城県塩釜に火力

発電所や寒河江川のさらに上流に水ケ瀞発電所の

開発を進めていった(10)｡

３. 三山電気鉄道の成立

１) 三山電気鉄道の建設と開業

三山電気鉄道は西村山郡高松村から西山村間で､

1923 (大正12) 年５月に免許が認可され1926年12

月に開通した｡ 主に沿線の木炭や鉱石の輸送と月

山､ 湯殿山､ 羽黒山の出羽三山参詣者を運び､ 地

方産業発展のために地域社会で計画された鉄道で

あった｡

三山電気鉄道の計画が1922年７月16日の新聞

(図５) に掲載されている｡ それによれば､ 三山

参詣者の便宜と林産物の運搬で地方産業の一大開
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発に繋がると謳っている｡ また出資者は沿線有力

者が30万円､ 西山､ 川土居村が各５万円､ 山形電

気が10万円と､ 公募にて10万円集めることとして

いる｡ また電気は株主の山形電気によって建設中

の沼山発電所からの供給である｡ また､ 年末には

資本金の大部分が集まったという(11)｡ しかしその

際山形電気が15万円に増資しており､ 住民から公

募の資本金は思うように集まらなかったと考えら

れる｡

地域負担分が思うように集まらなかったことか

ら､ 予定より１マイル (約1.6㎞) 延長して終着地

域 (西山・川土居・本道寺各村) での割当ての増

額により､ 1923年に計画を具体化させた(12)｡ しか

し､ この割当て増額分は省線左沢線の終点に位置

する左沢町に起点変更を狙われて買われることと

なった｡ 狙いは左沢町の手前にある高松村に三山

電気鉄道の起点ができて左沢線から分岐すること

によって今までの繁栄が奪われることを恐れたの

である｡ 会社としての反応は計画通りに高松起点

としたいが創立総会の意見には従わねばならぬだ

ろうという見方を示していた(13)｡ この問題は川沿

いの左沢町は舟運によって周辺地域の物資集積地

として発達したのであるが､ その役割が鉄道開通

後も継続することを目論んだと考えられる｡

しかし､ 起点は測量によって高松に確定した(14)｡

理由は地形的障害があるからだと考えられる (図

６)｡ その後､ 収穫の時期が過ぎた1925年秋頃に

工事が開始された｡ 寒河江川にかかる鉄橋でも工

事が始まり､ 完成の際には風景地として唯一の名

所になるであろうと述べられている(15)｡ また､ 収

穫の時期を外したのはこの地域が米穀の重要な産

地だからであろう｡ それだからこそ白岩町では年

貢が高い土地の買収が不調であり冬まで工期が遅

れたのであった(16)｡

以上の経緯により三山電気鉄道は開通した｡ 開

通後､ 西山方面の人々は野菜類の取引の点で寒河

江青物市との強い結びつきができた｡ さらに､ 呉

服雑貨品は白岩､ 左沢の一商店ではなく寒河江の

大商店との取引が便利になり､ 寒河江は白岩､ 左

沢を凌駕して商業上の取引が多くなるだろうと言

われていた(17)｡ また山形県初の電気鉄道として開
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図６ 三山電気鉄道起点の高松駅周辺図
1/50000地形図 昭和６年要部修正 ｢左沢｣ より (縮小)

図５ 山形新聞記事 (1922年７月16日付)



通した三山電気鉄道は鶴岡市への延長の期待や寒

河江川鉄橋の新名所紹介また沿線紹介などが大々

的に報じられたことから､ 沿線地域や山形県内で

大きな期待を持たれていたことがうかがえる(18)｡

２) 発起人と地域社会

前節で三山電気鉄道計画から建設の過程につい

て明らかにしたが､ 次は会社としての詳細を述べ

る｡ まずは発起人について示したのが表４である｡

この表から発起人の住所をみると､ 山形市と西村

山郡が大部分である｡ 沿線外である山形市の発起

人は山形電気関係者が主である｡ これは電力安定

供給先として鉄道経営に賛同した理由を裏付ける

ものであろう｡ さらに沿線地域の西村山郡の発起

人を町村別にみると､ 起点の高松村と終点の西山

村及び対岸の川土居村が多い｡ 沿線地域の住民が

発起人であり､ 鉄道が開通することで便益を得る

期待をもって鉄道経営に賛同した者が多いのであ

ろう｡ また､ 大谷村の発起人は山形電気関係者で

あり､ 谷地町の発起人は建設業有力者であること

から鉄道建設の関係として参画したと考えられる｡

以上のように三山電気鉄道は沿線地域社会による

鉄道誘致と電力供給のためによって成立したので

ある｡

次に免許申請書 (資料１) について考察する｡

＜資料１＞ 三山電気鉄道免許申請書

三山電気鉄道敷設免許申請書

三山電気鉄道株式会社

高松村地内左沢線高松駅西山村字海味間電気鉄道

敷設免許申請書

今般三山電気鉄道株式会社を企図し山形県西村山
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郡高松村地内省線左沢線高松駅を基点とし同郡白

岩町を同郡西山村海味を終点とする亘長五哩之拾

鎖間ニ軌道を敷設致し出羽三山参詣者の利便に供

ヘ且つ一般旅客及貨物の運輸業を営み度依て地方

鉄道法に遵ひ別紙書類及図面相添ヘ御願任候間特

別の御詮議を以て免許相成度比?及申請候也

大正十一年十月三十日

三山鉄道株式会社発起人

山形県山形市四日町四拾七､ 八､ 九番地

三浦権四郎

(他24名)

運輸数量説明書

一､ 標準人口 貮万貳千０九拾五人

本鉄道勢力範囲は地形及省線左沢線の関係上一定

の法則に準拠するは至難なるを以て地形上交通系

を同せる左記諸村落人口を以て標準人口とす

二､ 標準人口に拠し乗客人哩 ７拾万７千０四

拾人哩 (一人につき３拾貳人哩)

(標準人口) × (人口一人に付きての乗客人哩)

＝22095×32＝707040人哩

三､ 登山乗客数 ６万９千零四拾人

但し､ 大正十年に於て月山､ 湯殿山及羽黒山に参

詣登山せるもの社務所の調査に依る時は拾七万貳

千六百餘人を註せられ其の全登山者の四割は本計

画鉄道を利用するものと見做す将来は六割以上を

吸収すること明かなり

登山乗客人哩 ７拾９万参千９百６拾人哩

但し登山乗客は全線往復乗車

(乗客数) × (全線迎長哩程) ×２

＝69040×5.75×２＝793960

四､ 建設費

(略) 建設費 １哩につき121739.13円

五､ 標準人口による貨物頓哩

拾壹万０４百７拾５噸哩

寒河江川流域で土地肥沃なため１人年５噸哩と□

□すも過大ならさると信ず

２２０９５×５＝１１０４７５

但し本鉄道沿線諸村落附近の平地は寒河江川流域

に属し一般に土地肥沃にして米穀及養蚕に適し其

生産額も亦多しく従て地方には酒造業及製糸業の

経営或にして米穀酒類繭石炭肥料及日用品の輸出

入量の大なるは農村として他に比類なく故に標準

人口一人に付き年五頓哩と見做すも過大ならさる

を信ず

六､ 特殊貨物

本鉄道沿線地域は鉱山地帯にして鉱遍八ヶ所を有

し就中古河及久原経営に係る銅山等々の経営盛な

りしが現時財界の不況に連れ漸次削息の状態なる

も□其の将堀し続けて製煉域は売鉱するありて其

の出貨量日々馬車数拾輌を使用し居れり且つ本鉄

道終端は有名なる森林地帯に覗むを以て木材及薪

炭の出発も亦果多しく従て本鉄道開通の暁は其の

出貨量の増大すること計り知るべからず而して是

等の諸数量は運輸数量表貨物の部に記載す

(国立公文書館所蔵 『鉄道省文書』 三山電気鉄道､

｢敷設免許の件｣ による)

三山電気鉄道は出羽三山参詣者の利便と一般旅

客及貨物の運輸を営むと明言されている｡ 数値を

見ても沿線人口に基づく乗客数よりも登山乗客数

(三山参詣者) が多く見積もられている｡ これは

1925年の新聞によれば､ 同年夏に三山登山者は例

年の３倍もあり､ 左沢線や最上郡新庄と日本海側

を結ぶ陸羽西線は３､ ４両の増結をし､ 山は白衣

の道者に埋る状況(19) であることからこの三山参

詣者に期待して鉄道を建設するというのも納得で
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利用予測 (人) 人口比 人口(人)

高松村 2616 ７割 3738

醍醐村 1175 ５割 2347

白岩町 5799 10割 5799

西山町 6499 10割 6499

川土井村 3866 10割 3866

本道寺村 1242 10割 1242

大井沢村 900 ８ 1126

合計 22095

(大正八年末の人口とする)



きることである｡ 貨物の輸送は米穀酒類繭石炭肥

料及日用品の輸出入量大とあり貨物量を多く見積

もっている｡ さらに特殊貨物として銅と木材が大

きな輸送量の設定がされており､ これは鉄道がで

きることによる利便性の向上によって銅採掘量と

木材伐採量の増産の期待もあったと記されている｡

発起人の職業や地域または会社内での有力役職

(表４) をみると､ 山形市内に薪炭商と銅鉄工業

がみられ､ このことに関係すると考えられる｡

最後に ｢三山電気鉄道調査書｣(20) について考察

する｡ この資料は三山電気鉄道の地域社会におけ

る信頼性や事業の成否､ 効用､ 他鉄道との関係な

どについての調査結果を記したものである｡ しか

し､ 資料の保存状態から判読できない部分も少な

くない｡ まず､ 発起人は資産家､ 名望家であるこ

と､ 事業の成否としては既に述べた運輸数量が記

され､ ｢将来の維持上には支障ないものと認めら

れる｣ とされている｡ 事業の効用についても本鉄

道開通により三山参詣者や山地からの資源の開発

がさらに増えると期待している｡ つまり､ 鉄道開

通による利便性が増すことから地域発展の手段と

しての期待が､ 調査書によって伺える｡ ｢その他

の事項｣ として ｢地方住民は・・・歓迎し､ 用地

の如きは何れを選定するも異議なき状況にして・・｣

とあり､ 開通を待ち望んでいたことに間違いない｡

以上のことから地域社会の住民及び地域産業さら

には出羽三山参詣者に恵まれた地域だからこそ鉄

道が計画通りに認可され建設､ そして完成に結び

ついたと考えられるのである｡

４. 村山電気鉄道の成立

１) 村山電気鉄道の計画

村山電気鉄道は西村山郡寒河江町と同郡谷地町

を結んで1925 (大正14) 年12月に免許が公布され

たが､ 未成業におわった鉄道である｡ 寒河江で左

沢線､ 谷地で谷地軌道に接続する｡ まずは計画か

ら頓挫への経緯について述べる｡

村山電気鉄道の計画は1924年頃に見ることがで

きる(21)｡ 谷地町升川氏をはじめとする有力者が提

唱した｡ 同氏は三山電気鉄道の発起人にも名を連

ね､ 鉄道の整備が進むことが谷地町の発展につな

がると考えたと思われる｡ 西村山郡には寒河江､

谷地､ 左沢の三つの中心地があるが､ 省線左沢線

の誘致に失敗した谷地だけが鉄道の整備が十分で

はない｡ 当時の新聞にも ｢実現のあかつきには谷

地町の面目を一新する事であろう､ 元来何事にも

保守的であった谷地は他町村に比較して商工業が

遅れた感があった其の最大の原因は交通機関の不

備にあると云うても過言で無かった､ …｣ と書か

れている(22)｡ 省線左沢線を誘致した1910年代と比

べて明らかに発展が遅れた谷地町の人々が自ら鉄

道を計画したことは､ 町発展を目指す鉄道誘致に

向けての本格的な動きであると言えよう｡

しかし､ 村山電気鉄道は建設ルート選定に非常

に苦心することになる (図７)｡ まず資本金振込

み不足の問題があり､ 谷地中心部の荒町部落に予

定された停留所の位置を女学校前大町部落に変更

することと引き替えに大町部落が500株引き受け

るとしたため､ 両部落間での誘致運動が激しくなっ

た(23)｡ このことが他の場所でも停留所位置争奪戦

を激化させることになった｡ 次に問題となったの

は三泉村と溝延村で､ 当初三泉村を通る予定であっ

たが､ 溝延村が全村一致し停車場位置期成同盟を

組織し猛烈に運動を開始した｡ この動きに対して

会社は溝延村に同情したものの､ 同村に全く株主

がいないことが弱みであったが(24)､ 溝延村は停車

場の敷地と工費を寄付することとなった｡ しかし､

変更すれば１マイルの延長と三泉村と西根村､ 醍

醐村の反対各村の株主関係も白紙になることなど

ルート選定は困難を極めていた(25)｡ 両村とも地域

発展の為に必死になって誘致活動を繰り広げたこ

とがわかる｡ そしてさらに問題となったのは寒河

江町であった｡ 寒河江町議会は将来の町の発展の

為に､ 町中心部を避ける会社の予定線ではなく､

町中心部及び東側を通過するルートを満場一致で

決議した(26)｡ この件に対し会社と寒河江町は互い
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に県に陳情を繰り返した(27)｡ しかし県では解決方

法を示せなかった(28)｡ この問題はさらに深刻化し､

寒河江町議会は主張が通らなければ鉄道は必要な

いとする村山電鉄不要論までに発展し会社側に通

達をした(29)｡ 最終的にこの問題は技師による実地

調査の結果などにより経費及び地方事情の関係と

会社側の仲裁により町議会側が折れることになっ

た｡ 結局､ ｢…人家は成るべく通過せぬ事とし若

し二三軒の宅地を通過せねばならぬ場合には敷地

及移転料は相当以上に買収する事…｣ とし責任は

会社側が負うこととなった(30)｡ 村山電気鉄道のルー

ト選定問題は決着したが多方面に軋轢を生み､ 建

設の際の土地買収や町側の協力などに影響を生む

こととなった｡ さらに問題解決までに時間がかかっ

たことにより不況の時代になり､ 増資も困難となっ

て解散の道をたどることになる｡

２) 発起人の性格と地域社会

発起人の多くは西村山郡の人々であり､ 特に寒

河江町､ 谷地町が多い (表５)｡ 村山電気鉄道は

西村山郡の他の中心地である左沢､ 寒河江と比べ

て交通機関が不足した谷地町が中心地として発展

することを目論んで誘致したと考えられる｡ とこ

ろで発起人は40名を数え､ 三山電気鉄道の発起人

25名のうち11名が村山電気鉄道の発起人にもなっ

ている｡ 従ってこの鉄道は寒河江町をはじめとす

る西村山郡において期待度の高い鉄道として位置

づけられる｡ つまり､ この鉄道は単に谷地町の勢

力拡大のためのものではなく､ 谷地軌道とも左沢

線や三山電気鉄道とも結んで､ 村山地方の鉄道網

を広げ､ 東・北村山郡とも結びつきを高めるもの

と期待されたのではないかと考えられる｡

次に免許申請書 (資料２) について考察する｡

＜資料２＞村山電気鉄道免許申請書

寒河江町地内左沢線寒河江駅谷地町間電気鉄道敷

設免許申請書

今□村山電気鉄道株式会社を企□し山形県西村山

郡寒河江町地内省線左沢線寒河江駅を起点とし同

郡西根村溝延村三泉村 (及西里村) を経て同郡谷

地町谷地軌道株式会社谷地駅を終点とする亘長四

哩六拾鎖の軌道を敷設致し西村山郡中枢寒河江町

に谷地町を連絡し同地方産業開発を資すると共に

一般旅客及貨物の運輸業を営み□□を地方鉄道法

に遵ひ別紙書類及図面相添へ御願任候間特別の御

詮議を以て免許相成度比?及申請候

大正十三年参月二八日

村山電気鉄道株式会社発起人

山形県西村山郡谷地町甲弐千八拾参番地

升川勝作

(他３９名)

運輸数量計算書

一､ 標準人口 参万壹千七百四拾七人

但し本鉄道の勢力範囲は地形及省線左沢線及谷地

軌道株式会社線､ 関係上一定の法則に準拠するの

至難なるを以て地形上交通系を同うする左記諸村

落落の人口を以て標準人口とす

二､ 標準人口に縁る乗客人哩 百弐拾六万九千八

百八拾人哩

但し人口一人につき四拾人哩を以て相当と認む

即ち､

標準人口×人口一人につきて乗客人哩＝

31747×40＝1269880人哩

三､ 標準人口に縁る貨物頓哩
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町村名 人口 摘要

西村山郡

寒河江町 5285 10570 人の五割

西根村 3604 全部

醍醐村 632 2106 人の三割

西里村 3742 全部

三泉村 2540 全部

溝延村 4061 全部

谷地町 9276 11595 人の八割

北谷地 2607 3259 人の八割

合計 31747

但し大正七年末現在の人口とす



但し本鉄道沿線諸村落附近平地は寒河江川及最上

川流域に属し一般に土地肥沃にして米穀及養蚕に

適し其生産額も亦多し､ 従って地方には酒造業及

製糸業の経営盛なり米穀酒類繭肥料石炭及日用品

の輸出多く特に寒河江谷地町を中心として農村は

冬季草鞋表の製産多く其価格年二十万円を突破す

従いて標準人口に縁る貨物輸出人の人口一人につ

き年六頓哩とするも過大ならず

即ち､ 31747×６＝190482頓哩

(国立公文書館所蔵 ｢鉄道省文書｣ 村山電気鉄道､

｢寒河江町谷地町間鉄道敷設免許の件｣ による)

申請書には起点寒河江駅から西根村溝延村三泉

村に加えて西里村と書かれており､ 沿線となりう

る村々がすべて記されており､ このことから村山

電気鉄道はルート選定に苦心することが予想され

る｡ 運輸数量を三山電気鉄道と比較すると､ 旅客

数､ 貨物量ともにやや多い｡ 三山電気鉄道が山間
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図７ 村山電気鉄道関係地域図
1/50000 地形図 昭和６年修正測図 ｢楯岡｣ より



部を通るのに対して村山電気鉄道は平野部を通る

ことによる計算であるといえよう｡ また､ 地域の

特産として草履表が貨物に書かれているのが特長

である｡

さらに調査書(31) について考察する｡ 事業の成

否に関しては米清酒繭梨など沿線の生産物の多い

ことから将来が有望と記されている｡ この貨物の

中に西村山郡山地部で採掘される銅の貨物輸送は

含まれていない｡ 三山電気鉄道とともに銅輸送を

行うことは予定されていないと言える｡ 現存の輸

送体系に競合するのではなく新規の輸送体系の形

成を図ったと考えられる｡ また他の鉄道や軌道に

及ぼす影響として､ 谷地軌道には好影響とされて

いる｡ 谷地で接続するため旅客貨物共に増加が予

想される｡ それを見込んで谷地軌道関係者の発起

人も多い｡ また､ 楯岡 (北村山郡)・寒河江間に

は政府建設決定線があるので､ この村山電気鉄道

は区間の一部として買収されることもありうる｡

しかし､ この政府決定線の建設見込みは立ってお

らず､ 地域社会は一日も早い鉄道開通を望んで自

ら鉄道建設に踏み切ったといえる｡ さらに株式募

集についても ｢大なる支障なかるべし｣ とあり､
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有望な鉄道として評価されていたと考えられる｡

1924年７月には､ ｢村山電気鉄道敷設の件を速や

かに御免許せらるる様御取計い相成り度儀に付願｣
(32)も発起人から鉄道省宛に出されている｡ これに

は付近の学校の通学者利便や物資集積上大切であ

るということだけでなく､ 北村山郡方面や東西村

山郡にも公利公益ありと書かれており､ 鉄道に対

する地域の期待が強く感じられる｡

最後に､ このような鉄道建設の期待が高い地域

であったが､ 村山電気鉄道は成立しなかった｡ そ

の解散認可申請書(33) によれば､ 沿線株主及び居

住民の要望により線路橋梁等設計変更になり地価

が予想外に高く現在の資本金では建設できないと

書かれている｡ この経緯については､ すでに記述

した｡ また､ 楯岡から寒河江間の鉄道が政府によっ

て建設されれば村山電気鉄道の目的は達成される

として解散を議決した｡

村山電気鉄道は明治期まで西村山郡の中心地的

な役割を持っていたが交通の便が悪く商工業発展

が遅れた谷地町がその脱却を図って誘致した地域

社会期待の鉄道であるが､ 地域に大きな貨物輸送

がないために沿線広く需要を求めた｡ そのため､

鉄道誘致に熱心で期待が高い為に各町村及び集落

が建設ルート誘致合戦を繰り広げてしまった｡ そ

の結果､ 土地買収価格の高騰が起こった｡ しかし

株の追加募集も集まらない状況になり､ 建設計画

自体が不可能に陥って､ 未成業になったといえよ

う｡

Ⅴ. おわりに

本研究ではまず初めに ｢軽便鉄道建設ブーム｣

について再検討し､ たしかに1910年代がブームの

ピークであるが､ 1920年代も引き続き局地鉄道の

計画・建設が進められたことを示した｡ それを踏

まえて､ 1910年代よりも1920年代に計画が進めら

れた､ いわば後発の地域として山形県村山地方を

取り上げた｡

山形県村山地方でほぼ同時期に計画された2つ

の鉄道､ 開業に至った三山電気鉄道と未成業に終

わった村山電気鉄道について､ その経緯と要因に

ついて考察した｡ その結果をまとめる｡ 対象地域

は舟運から鉄道への物資輸送手段が変化していく

中で舟運に依存していた地域が鉄道開通によって

地域の発展を目指したといえる｡ ２つの鉄道は近

接する地域にあって､ 発起人も共通することから

電源開発を進める山形電気株式会社を中心として､

村山地方を網の目のように鉄道で結ぶ計画であっ

たと考えられる｡ その意味で両鉄道に大きな違い

はなかったともいえる｡ しかし開業と未成業とい

う相反する結果となった理由もほぼ明らかである｡

開業した三山電気鉄道の場合には永松鉱山の銅の

輸送､ 出羽三山参詣者の旅客輸送という確かな輸

送目的があって､ ルート選定と用地買収にもほと

んど問題がなかったといえる｡ 建設に至らなかっ

た村山電気鉄道の場合には､ 平野部であるために

一定の輸送物資や旅客が見込めるものの､ 輸送目

的が一つに定まらず､ したがってルートも一つに

定まることがなく､ 地元地域社会がまとまって建

設に向かい行動を起こすことができなかったとい

うことにある｡

研究課題としては､ まず両鉄道ともに株主名簿

が発見できず､ 鉄道と地域の産業的基盤との関係

を発起人からの推測でしか検討できなかった点で

ある｡ 株主資料の所在する地域での検討が必要で

ある｡ また､ 発起人についての検討も不十分であ

り､ 村山電気鉄道の計画推進をした人物について

の解明も必要である｡ しかしながら､ 開業できた

鉄道とともに未成業の鉄道についても注目するこ

とが今後重要であると考えられる｡

注

(１) 河北町誌編纂委員会編 (1966)：『河北町の歴史

中巻』 253頁による｡

(２) 西川町史編纂委員会 (1995) 『西川町史 下巻

近代・現代・民俗編』 473－476頁｡
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(３) 前掲 (１) の853頁による

(４) 大正11年 (1922) ４月23日付 ｢山形新聞｣

(５) 山形県編 (1984)：『山形県史 第四巻 近現代編

上』 526－528頁を参考｡

(６) 山形県鉱山誌編輯委員編 (1955)：『山形県鉱山誌』

83－85頁を参考｡

(７) 前掲 (１) 857－865頁を参考｡

(８) 山形県編 (1986)：『山形県史 第五巻 近現代編

下』 142－152頁による｡

(９) 山形電気株式会社編 (1926)：『山形電気株式会社

沿革史』 82－96頁を参考｡

(10) 前掲 (５) の152頁

(11) 大正11年 (1922) 12月15日付 ｢山形新聞｣

(12) 大正12年 (1923) ７月19日付 ｢山形新聞｣

(13) 大正13年 (1924) ２月１日付 ｢山形新聞｣

(14) 大正13年 (1924) ５月21日付 ｢山形新聞｣

(15) 大正14年 (1924) ６月27日付 ｢山形新聞｣

(16) 大正14年 (1925) 10月１日付 ｢山形新聞｣ 及び大

正14年 (1925) 12月26日付 ｢山形新聞｣

(17) 大正15年 (1926) 12月15日付 ｢山形新聞｣

(18) 大正15年 (1926) 12月23日付 ｢山形新聞｣

(19) 大正14年 (1925) ８月19日付 ｢山形新聞｣

(20) 国立公文書館所蔵 『鉄道省文書』 三山電気鉄道､

｢敷設免許の件｣ による｡

(21) 大正13年 (1924) ５月16日付 ｢山形新聞｣

(22) 前掲 (21)

(23) 大正14年 (1925) 11月17日付 ｢山形新聞｣

(24) 大正15年 (1926) １月16日付 ｢山形新聞｣

(25) 大正15年 (1926) １月10日付 ｢山形新聞｣

(26) 大正15年 (1926) １月15日付 ｢山形新聞｣

(27) 大正15年 (1926) ３月10日付 ｢山形新聞｣

(28) 大正15年 (1926) ３月12日付 ｢山形新聞｣

(29) 大正15年 (1926) ３月13日付 ｢山形新聞｣

(30) 大正15年 (1926) ５月15日付 ｢山形新聞｣ 及び大

正15年 (1926) ９月７日付 ｢山形新聞｣

(31) 国立公文書館所蔵 『鉄道省文書』 村山電気鉄道､

｢寒河江町谷地町間鉄道敷設免許の件｣ による｡

(32) 国立公文書館所蔵 『鉄道省文書』 村山電気鉄道､

｢寒河江町谷地町間鉄道敷設免許の件｣ による｡

(33) 国立公文書館所蔵 『鉄道省文書』 村山電気鉄道､

｢会社解散の件｣ による｡
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